
　高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバル

　
全
国
知
事
会
を
通
じ
た
応
援
要
請
に
基

づ
き
、
３
月
４
日
〜
９
日
に
か
け
て
石
川

県
金
沢
市
で
災
害
派
遣
職
員
と
し
て
「
避

難
所
運
営
支
援
業
務
」
に
従
事
し
て
き
ま

し
た
。

　
２
次
避
難
で
災
害
関
連
死
を
防
ぐ

　
今
回
の
震
災
で
「
２
次
避
難
」
や
「
1.5

次
避
難
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。「
２
次
避
難
」
に
つ
い
て
石
川

県
庁
職
員
か
ら
「
今
回
の
地
震
で
は
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
に
非
常
に
大
き
な
被
害
を
受
け

た
。
復
旧
に
も
時
間
が
か
か
る
。
被
災
者

の
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、
自
宅
の

復
旧
や
仮
設
住
宅
な
ど
へ
の
入
居
ま
で
の

間
、
被
災
地
の
避
難
所
か
ら
被
災
地
外
の

ホ
テ
ル
・
旅
館
な
ど
へ
避
難
（
２
次
避
難
）

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。」
と
説
明
さ

れ
ま
し
た
。「
一
番
の
目
的
は
『
災
害
関
連

死
』
を
防
ぐ
こ
と
」
と
強
く
仰
っ
て
い
た
の

が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
生
活
を
全
力
で
支
え
る
場
所

　
私
が
支
援
業
務
に
従
事
し
た
の
は
金
沢

市
に
あ
る
「
石
川
県
産
業
展
示
館
２
号

館
」。「
1.5
次
避
難
所
」
と
し
て
石
川
県
に

よ
り
開
設
さ
れ
、
１
月
８
日
か
ら
運
営
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。「
1.5
次
避
難
所
」は
、

要
配
慮
者
を
中
心
に
受
け
入
れ
「
２
次
避

難
所
」
へ
の
避
難
に
つ
な
げ
る
場
所
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
業
務
は
、行
政
職
員
・
介
護
士
・
看
護
師
・

保
健
師
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
１
セ
ッ
ト
の
チ

ー
ム
と
し
て
、
３
交
代
・
24
時
間
体
制
で

実
施
し
ま
し
た
。

　
今
回
、
石
川
県
で
は
「
避
難
者
の
生
活

を
支
え
る
」＝「
災
害
関
連
死
を
防
ぐ
」
こ

と
に
全
力
を
挙
げ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
目
的

の
も
と
、
介
護
士
チ
ー
ム
は
一
日
中
、
避
難

者
に
気
を
配
り
、
看
護
師
・
保
健
師
チ
ー

ム
は
定
期
的
な
健
康
観
察
を
実
施
し
て
い

ま
し
た
。
冬
場
の
感
染
症
が
心
配
さ
れ
る

時
期
で
も
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ

は
終
日
、
清
掃
や
消
毒
作
業
に
当
た
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
支
え
ら
れ
な

が
ら
、
私
た
ち
行
政
ス
タ
ッ
フ
は
避
難
者
の

生
活
相
談
・
聞
き
取
り
を
毎
日
行
い
、
次

の
ス
テ
ッ
プ
に
踏
み
出
す
た
め
の
支
援
を
行

い
ま
し
た
。
　

　
お
互
い
の
支
え
合
い
が
必
要

　
私
の
従
事
し
た
避
難
所
で
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
の
ス
タ
ッ
フ
が
一
体
と
な
っ
て
活

動
し
て
い
ま
し
た
。
被
災
者
の
生
活
を
支

え
る
た
め
に
は
本
当
に
多
く
の
支
援
が
必

要
だ
と
改
め
て
痛
感
し
ま
し
た
。

　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
を
考
え
た
と
き
、
誰

も
が
被
災
者
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
時
に
は
、
外
か
ら
の
支
援
も
い
た

だ
き
な
が
ら
、
お
互
い
に
生
活
・
命
を
支

え
合
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
能
登
半
島
地

震
を
契
機
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で「
自

分
に
で
き
る
こ
と
」、「
自
分
で
で
き
る
こ

と
」
を
改
め
て
考
え
て
み
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

ー
安
き
に
居
て
危
う
き
を
思
う 

ー

居
安
思
危

　南海トラフ地震や風水害による大規模災害を想
定し、消防車やヘリコプターなどを使った総合防
災訓練を実施。起震車体験や住宅の耐震相談コー
ナー、飲食ブースなどもあります。
■日時／5月26日㈰  10時～15時（予定）
■ 場所／高知職業能力開発大学校
　　　　（ポリテクカレッジ高知）
　　　　香南市野市町西野 1595-1
■ 問い合わせ
　高知県危機管理部危機管理・防災課　　
　☎０８８-８２３-９３２０

能
登
半
島
地
震

　職
員
派
遣
報
告

派遣職員 危機管理課
野村  学

こ
　
　
　
あ
ん
　
　
し
　
　
　
き

■申し込み・問い合わせ／住宅課住宅係　☎ ０８８-８８０-６５５８

　地震などの自然災害による被害や住宅の管理不全な状態による事故などの防止を図るため、老
朽化した住宅（空き家）の除却に要する費用を補助します。

■ 対象となる住宅
　南国市内に存する住宅（空き家）で、次の条件を全て満たすもの
　(1)　災害時に避難路となる道路に隣接している
　(2)　昭和56年5月31日以前に建築された木造の住宅（空き家）である
　(3)　倒壊または火災により、周囲の家屋または避難路などに被害を及ぼすおそれがある
　(4)　「住宅の老朽度の測定基準」による評点が100点以上である

■ 申請できる方　
　対象住宅の除却を行う個人または法人で、次の条件を全て満たす方
　(1)　対象住宅の所有者（本人がお亡くなりになっている場合は、相続人の方）
　(2)　南国市税と高知県税の滞納がないこと

■ 申請期間／5月13日㈪ 8時30分～7月31日㈬17時（12時～13時除く）
　※郵送の場合は7月31日㈬ 17：00 必着。募集棟数に達した場合、申請期間内でも受付終了です。

■ 補助金額／上限 925,000 円
■ 募集棟数／20棟　申請期間内に提出された申請書の受付順で順位を決定

■ 補助対象となる工事／住宅の除却工事（解体・運搬・処分）費用のみが対象
　※家財、門、塀、立木などの除却処分費は対象外。道路に隣接するブロック塀の除却は、　　
　　別途補助金がありますので、ご相談ください。

■ 注意事項／まずは老朽度の判定のために事前調査を受けていただく必要があります。
　また、相談や申請の際は事前にご連絡をお願いします。

　詳しい内容はホームページや住宅課住宅係でご確認ください。5月１日㈬に市のホームページに詳細を掲載
する予定です。　

老朽家屋の撤去に、補助金の活用を！
令和6年度老朽住宅除却事業費補助金
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